
 

 

令和８年度埼玉県里親ホームページ運営業務委託仕様書 

 
 埼玉県（甲）が受託者（乙）に委託する業務内容は、次のとおりとする。 

 

１ 履行期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 業務の目的 

  里親制度の周知啓発を図るため、里親の周知啓発に資するイベント情報の更新や里親体

験談の定期的な更新等、ホームページのコンテンツを随時更新し、新たに里親になろうと

する人に対する効果的な広報を実施する。また、里親制度に関心を持つきっかけを作る。 

 

３ 業務内容 

  乙は、甲と協議の上、以下の業務を行う。 

（１）コンテンツの更新 

  ①里親制度の周知啓発に関わるイベントの情報について、随時掲載する。 

  ②里親体験談については、概ね２か月に１回程度、新たなものを付加していく。取材の

対象については、乙の提案に基づき甲その他関係機関と協議の上選定する。また、取

材後の記事を作成した段階でも、甲に、支障ないことを確認した上で進める。 

  ③里親体験談については、養育里親と養子縁組里親について、それぞれ３組以上の掲載

を目安とする。 

  ④その他、必要な情報について更新する。 

 

（２）運用・保守 

 ①ホームページを運営するサーバー等の運用・保守管理を行うこと。なお、原則として、

ホームページのサービスを停止することなく、現在、ホームページを運用・保守管理を

行っている一般社団法人埼玉県里親会から、円滑な引継等を行うこと。引継等に伴う費

用については、提案者において、一般社団法人埼玉県里親会に支払うこと。サーバー等

の運用・保守に係る一切の費用については、本業務の見積に含めること。 

  ※一般社団法人埼玉県里親会連絡先：Tel:048-764-8110 

               Mail: satooyaforum@saitama-satooyakai.jp 

 ②サーバー等の運用・保守管理においては、情報漏洩、改竄を受けないよう、「セキュ

リティ対策」に示すセキュリティ対策を確保して実施すること。万が一改竄等の不正ア

クセスが発生した場合は、ログの提供等を行うともに、原因究明と再発防止策を実施す

ること。 



 

 

 ③システム障害、セキュリティ事故等の障害が発生した場合には、直ちに甲に報告する

こと。 

 

４ 実施体制 

 乙は、受託業務を円滑かつ確実に運営するため、契約締結の後、速やかに受託業務にお

ける責任者を指定すること。 

 

５ 委託料 

 ア 委託料上限額 

   １，７９２千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 イ 支出対象費目 

   人件費、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料 等 

 

６ 委託料の支払い 

  甲は、乙に対して、概算払いにより委託料を支払う。 

  支払の時期については、令和８年４月以降とする。 

 

７ 事業実施計画書の提出 

 乙は、甲に対して、甲が定める様式で事業実施計画書（様式１～様式５）を提出し、承

認を得ること。 

 

８ 報 告 

 乙は、甲に対して業務の実施状況を下記の提出期限までに書面により報告すること。 

第１四半期分（事業開始～６月末まで） 令和８年 ７月１５日 

第２四半期分（７月～９月末まで） 令和８年１０月１５日 

第３四半期分（１０月～１２月末まで） 令和９年 １月１５日 

第４四半期分（１月～３月末まで） 令和９年 ３月３１日 

 

９ 関係法令の遵守 

  乙は、児童福祉法その他関係法令を順守すること。 

 

10 特記事項 

（１）乙は、業務を遂行する上で、これに携わる担当者を管理監督するとともに、個人情

報保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６条、第６７条、第１７６条及

び第１８０条の規定の内容を周知し、特に個人情報の保護並びに漏えい防止に関して



 

 

は周知徹底を図ること。 

（２）乙は、業務上知り得た事項を他人に漏らし、又はこれを委託業務以外に使用しては

ならない。また、個人情報等のデータの紛失等が、決してないように厳重に鍵付き書

庫にて保管すること。また、委託業務が終了する場合の電子事務機器における残存デ

ータに関しても必ず責任を持って対応し、それが起因とする漏えいに関しては履行期

間外でも責任を負うこととする。 

（３）乙は、本件業務を行わなくなった場合又は本件業務を行う上で不要となった場合

は、その取り扱う個人情報が記録された資料等（電磁的記録を含む。）を速やかに甲

に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うもの

とする。 

（４）甲は、乙がこの契約において個人情報の取扱いが不適切と認めたときは契約の解除

及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 

（５）乙は、甲が乙の配置した担当者につき本業務の遂行に支障をきたすと判断した場合

には、年度途中であっても変更するなど適切な措置を取るものとする。 

（６）乙は甲に対し、担当者の名簿を業務受託後、速やかにに提出する。業務委託期間中

に、担当者の変更があった場合には、直ちに変更名簿を提出するものとする。 

（７）甲は、本業務中における担当者の事故については一切責任を負わない。 

（８）この仕様書に定めるもののほか、業務の実施に関して必要な事項は、甲・乙が協議

して決定するものとする。 

  

【セキュリティ対策】 

 １．セキュリティ対策 

（１）ソフトウェアのセキュリティ対策 

以下のソフトウェアに対する脆弱性対策（セキュリティパッチ適用等）を速やかに実

施すること。 

①ＯＳ 

②ミドルウェア 

③アプリケーションソフトウェア 

（２）サーバのセキュリティ対策 

①ウィルス対策 

ア ウィルス対策ソフトを導入すること。 

イ ウィルス定義を最新に保つこと。 

②保管情報の管理 

ア 保管の際に暗号化すること。 

イ 運用終了の際に復元できないよう消去すること。 



 

 

③設置場所の入退室管理（日本国内に所在するデータセンターにサーバー等システム

環境を置く場合。） 

ア 出入り口を最小限の数とし、施錠すること。 

イ 入退室管理簿等によって入退室の記録を取ること。 

ウ 監視カメラを設置すること。 

（３）ネットワークのセキュリティ対策（日本国内に所在するデータセンターに 

  サーバー等システム環境を置く場合。） 

①以下のネットワークセキュリティ機器を導入すること。 

ア ファイアーウォール（ＦＷ） 

イ ＩＰＳ（不正侵入防止システム） 

ウ ＷＡＦ（Ｗｅｂアプリケーションファイアウォール） 

②通信を暗号化すること。 

（４）ログの管理 

①ログの保存 

ア 以下のログを保存すること。 

 ・Ｗｅｂアプリケーション及びＷｅｂサーバのアクセスログ 

 ・管理者ＩＤの操作ログ 

 ・各ネットワーク機器（ＦＷ等）通信ログ 

イ ログの保存期間を６か月以上に設定すること。 

②ログの確認頻度を月１回以上とすること。 

（５）管理者ＩＤの管理 

①管理者ごとにＩＤを付与すること。 

②不要なＩＤを速やかに削除すること。 

③管理者ＩＤの権限が必要最小限とすること。 

（管理者ＩＤの性質ごとに異なる権限を付与すること。） 

④管理者ＩＤ接続時において、接続元を限定すること。 

⑤管理者ＩＤは初期設定から変更し、８文字以上で推測しにくいものとすること。 

⑥推測されにくい強固なパスワードを設定できること。 

（１３文字以上、英数字（英字は大小）及び特殊文字の組合せを必須とする。） 

 

２．その他の条件、留意事項等 

（１）この契約により作成したファイル等に関する一切の権利は埼玉県に帰属する。 

（２）本仕様の解釈に疑義が生じた事項及び本仕様に明記していない事項については、県

と協議し、県の指示を受けること。 

  



 

 

ウェブアクセシビリティ特記仕様書 
 

埼玉県（以下「県」という。）からホームページ作成・保守・運用業務等（以下「作成等」とい

う。）の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、ウェブアクセシビ

リティ達成のため、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。なお、こ

の特記仕様書の適用範囲は受託者が本契約で作成等するウェブコンテンツに限る。 

 

1 ウェブアクセシビリティ確保に係る基本的対応 

(1) 受託者は作成等にあたっては、JIS X 8341-3:2016に規定する適合レベル A 及び AAの達成

基準に該当する事項をすべて満たすこと 

(2) PDFや動画等、HTML以外の特定の技術を用いたコンテンツについても同様とするが、上記

を満たすことが難しいと考えられる場合には、県と協議の上対応すること 

(3) 受託者が本契約で作成等するウェブコンテンツ一式において、県が別の方針を定めた場合には

この限りではない 

2 ウェブアクセシビリティ試験の実施 

受託者はウェブアクセシビリティ基盤委員会が示す「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライ

ン」に基づき作成後のコンテンツに対し、ウェブアクセシビリティ試験を実施するものとする。

試験実施に当たっては、以下のとおりとする。 

(1) 対象ページの数が 15 ページ未満の場合 

JIS X 8341-3:2016の「JB.1.1 ウェブページ単位」とし、「a 全てのウェブページを選択する

場合」にある方法を用いて、全てのページで試験及び確認を実施すること。 

(2) 対象ページの数が 15ページ以上39ページ以下の場合 

JIS X 8341-3:2016の「JB1.2 ウェブページ一式単位」とし、「d ウェブページ一式を代表す

るウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」にある方法を用

いて、両方のページを組み合せて 15 ページ以上を選択して 試験及び確認を実施すること。

なお、組合せにおける「ウェブページ一式を代表するウェブページ」と「ランダムに選択した

ウェブページ」の割合や、「ウェブページ一式を代表するウェブページ」で選択するページに

ついては県と協議の上決定すること。 

(3) 対象ページの数が 40ページ以上の場合 

JIS X 8341-3:2016の「JB1.2 ウェブページ一式単位」とし、「d ウェブページ一式を代表す

るウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」にある方法を用

いて、両方のページを組み合せて 40 ページ以上を選択して 試験及び確認を実施すること。



 

 

なお、組合せにおける「ウェブページ一式を代表するウェブページ」と「ランダムに選択した

ウェブページ」の割合や、「ウェブページ一式を代表するウェブページ」で選択するページに

ついては県と協議の上決定すること。 

3 ウェブアクセシビリティ試験の報告 

受託者は、試験の実施後、試験内容、試験結果、改善スケジュール等を記した試験結果報告書

を提出し、県の承認を得なければならないこと。 

4 保守・運用契約におけるウェブアクセシビリティ品質確保 

受託者が保守・運用を行う場合、前項に定めるウェブアクセシビリティ試験のほか、県から契

約期間中にウェブアクセシビリティに関する問合せがあった際、別紙のアクセシビリティ品質確

認書により回答を行い、問題と認められた場合にはウェブアクセシビリティ品質確保のための修

正を適宜実施または提案すること。 

 


